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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
凸型面ファスナー（３Ｅ）及び凹型面ファスナー（３Ｆ）を接合したワンタッチバンド本
体２と、孔を構成する上枠部材の断面形状が円形のバンド挿入孔（４Ｂ）及びフック状の
挿入部（４Ａ）を有するバンド部材（４）と、ワンタッチバンド本体（２）の先端を折り
曲げて形成した輪（Ｄ）に回転自在に取付けられて鳩目穴に挿入するフック状の挿入部（
５Ａ）を有するバンド部材（５）とを備え、バンド部材（４）は、バンド挿入孔（４Ｂ）
にワンタッチバンド本体（２）を通して、凸型面ファスナー（３Ｅ）と凹型面ファスナー
（３Ｆ）との間に位置することを特徴とする靴のワンタッチバンド。
【請求項２】
バンド部材」（４）及びとバンド部材（５）におけるフック状の挿入部（４Ａ、５Ａ）の
断面形状を半円にし、又、先端部を細く形成されている請求項１に、記載の靴のワンタッ
チバンド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、紐靴の脱げ防止と靴の脱ぎ履きを容易に行うことができる、ワンタッチバンド
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】



(2) JP 5462388 B1 2014.4.2

10

20

30

40

50

従来、紐靴用で、着脱自在に取り付ける事が出来るが、固定手段となっているものがある
。例えば特許文献１の紐靴用伸縮バンドは、バンド部材と紐靴の足首側の左右の鳩目近傍
部間をつなぐように該バンド部材を着脱自在に取り付ける固定手段から構成されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３１８５１２号　公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の紐靴においては、靴を履く場合に、解かれた紐を結ぶ必要があり、また、靴を脱ぐ
場合、結んだ紐をほどく必要がある。そのため紐靴の脱ぎ履きに手間がかかり非常に面倒
な作業となる。
【０００５】
本発明はこのような面倒な手間を省くことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
課題を解決する手順として、紐靴は靴の踵部に手の指をあてがい靴を履ける状態で靴紐を
結んでおく必要がある。その状態で靴を履く場合、靴紐をさわらず靴の踵部に手の指をあ
てがい靴を履くことができる。が、その状態で歩行すると靴と足の踵部の間に少し隙間が
出来るため、靴の脱げが生じる場合がある。そこで紐靴に、図２のワンタッチバンドを取
り付けて固定する。そして、図３のように、図２のワンタッチバンドを可動し操作するこ
とにより靴紐を締めた時と、同じ状態となり靴の脱げ防止となる。また、靴を脱ぐ時は、
図３の位置から図２の位置へワンタッチバンド２を緩めることで靴の脱ぎ履きが容易に行
えることを目的としている。
【発明の効果】
【０００７】
図２のワンタッチバンドを紐靴に取り付け、使用することにより、歩行時等の靴の脱げ防
止と、靴の脱ぎ履きを容易に行う事が出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）はワンタッチバンド本体２の正面図である。（ｂ）はワンタッチバンド本
体２の側面図である。（ｃ）はワンタッチバンド本体２のＡ部とＣ部の加工前の側面図で
ある。
【図２】図１で表されるワンタッチバンド本体（ｂ）と部材４と部材５を組合せた側面図
である。
【図３】図２のワンタッチバンドを組合せた状態から使用する方向を示す側面図である。
【図４】本発明に係るバンド部材４の斜面図とＡ－Ａの断面図である。
【図５】本発明に係るバンド部材５の斜面図とＡ‘－Ａ’の断面図である。
【図６】図２のワンタッチバンドを紐靴１に取り付けた斜視図である。
【図７】図６を靴の踵方向から見た斜視図である。
【図８】図５の部材の取り付け位置を示す側面図である。
【図９】図４の部材の取り付け位置を示す側面図である。
【図１０】紐靴１の足首側上段の鳩目穴６に靴紐７を通し、靴紐７を結んだ状態を示す上
面図である。
【図１１】紐靴１の足首側上段から２番目の鳩目穴６に靴紐７を通し、靴紐を結んだ状態
を示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
本発明に係るワンタッチバンドの実施形態について図面に基づいて詳しく説明する。
【０００９】
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本発明に係る図１に示すワンタッチバンド本体２に凸型面ファスナー３Ｅと、凹型面ファ
スナー３Ｆを接合する。
【００１０】
図１（ｃ）のＢの位置に、図４のバンド部材４を入れる。バンド部材４をＢの位置まで入
れる工程として、図１（ｃ）のワンタッチバンド本体２のＧ部先端部からバンド部材４の
挿入孔部４ＢをＢの位置まで入れ、ワンタッチバンド本体２のＧ部先端からカール状に巻
き図１のワンタッチバンド本体２の図１（ｂ）のＡ部を作りＡ部を接合する。接合するこ
とによりバンド部材４の抜け止めにもなるように構成されている。
【００１１】
図１のワンタッチバンド本体２のＤ部の位置に、図５のバンド部材５を取り付ける場合の
工程として、図１（ｃ）のワンタッチバンド本体２のＨ部の先端部から、バンド部材５の
挿入孔５Ｂをワンタッチバンド本体２の図１（ｃ）のＤの位置まで入れて、図１（ｃ）の
Ｈ部を折り曲げてＣ部とＤ部を作り、Ｃ部をワンタッチバンド本体２に接合する。接合す
ることによりＤ部に取り付けたバンド部材５の抜け止めにもなるように構成されている。
【００１２】
図４に示すようにバンド部材４は鳩目穴６に、挿入されるフック状の挿入部４Ａと、ワン
タッチバンド本体２を挿入する挿入孔４Ｂが設けられている。挿入孔４Ｂの上部は円形に
なっており、ワンタッチバンド本体２がすべりやすくなっている。また、図５のバンド部
材５にも、鳩目穴６に挿入されるフック状の挿入部５Ａと、ワンタッチバンド本体２が挿
入する挿入孔５Ｂが設けられている。
【００１３】
図４のＡ－Ａ断面図と図５のＡ‘－Ａ’断面図に示すように、バンド部材４とバンド部材
５を半円に形成され靴紐７と図２のバンド部材４と、バンド部材５が同じ鳩目穴６を利用
する場合、挿入しやすいように形成されている。
【００１４】
図３は図２のワンタッチバンドを可動し凸型面ファスナー３Ｅを凹型面ファスナー３Ｆに
引っ付けようとしているところである。
【００１５】
図２のワンタッチバンドを図６の紐靴１に取り付ける場合、紐靴１の足首側上段の鳩目穴
６を利用する。鳩目穴６を利用する場合、図２のバンド部材４とバンド部材５の先端の細
い部分から左右の鳩目穴６に挿入し固定することが出来るように構成されている。
【００１６】
図７は、図６の紐靴１と図２のワンタッチバンドを取り付け全体を靴の踵方向から見た斜
面図である。
【００１７】
図８は、バンド部材５を紐靴１の足首側上段の鳩目穴６を利用したバンド部材５の取り付
け位置を示した図である。
【００１８】
図９は、バンド部材４を紐靴１の足首側上段の鳩目穴６を利用したバンド部材４の取り付
け位置を示した図である。
【００１９】
図１０は、紐靴１に図２のワンタッチバンドと靴紐７を紐靴１の足首側上段の鳩目穴６を
利用して取り付けた状態と、紐の結び位置を示す図である。
【００２０】
図１１は、靴紐７が太く図２のワンタッチバンドのバンド部材４とバンド部材５が靴紐７
と同じ紐靴１の足首側上段の鳩目穴６に入りにくい場合、靴紐７は足首側より２番目の鳩
目穴６を利用して２番目で紐を結ぶとよい。靴紐７は通常結びをすると少し長くなる場合
があるので、図１１の靴紐７の結び位置で２度結びすることにより、まとまった結びにな
る図１１である。また、図２のワンタッチバンドのバンド部材４とバンド部材５は紐靴１
の足首側上段の鳩目穴６を利用し、紐靴１にバンド部材４とバンド部材５を取り付け固定
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する。
【符号の説明】
１　紐靴
２　ワンタッチバンド本体
３　面ファスナー
４　バンド部材
５　バンド部材
６　鳩目穴
７　靴紐
【符号の説明】
１　紐靴
２　ワンタッチバンド本体
３　マジックテープ（商標登録）
４　バンド部材
５　バンド部材
６　鳩目穴
７　靴紐
【要約】
【課題】紐靴１の歩行時等の靴の脱げ防止と、紐靴１の脱ぎ履きを容易に行えるようにす
る。
【解決手段】紐靴１に、図２のワンタッチバンドを取り付けて固定する。そして図２のワ
ンタッチバンドに組み付けてある、ワンタッチバンド本体２を可動し操作することにより
、靴紐を締めた時と同じ状態となり、靴の脱げ防止となる。また靴を脱ぐ時は、ワンタッ
チバンド本体２を緩めることで、靴の脱ぎ履きが容易に行えることを目的としている。
【選択図】図２
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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